
愛媛県新居浜市北内町 上部地区 ・長田通りに近い趣深い住宅街に ペット共生戸建賃貸 「Vintage Avenue 北内」誕生！ 

 

 

●Vintage Avenue 北内● 

 

ワクワクご入居ガイドブック 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://rentalbox-24.jimdo.com/ 

 

オーナー 

朝日 信彦 

 

 

 

外観                   (無料の駐車場)ペットも喜ぶ庭付 



◆始めに 

『Vintage Avenue 北内』へのご入居を心からお礼申し上げます。 
このガイドは、ご入居に当たって、日常生活のルールをまとめています。 

戸建貸家での生活の手引きとしてお役立て頂ければ幸いです。 

 

賃貸は、職業も生活時間もそれぞれ異なる多数の方々が生活する建物であるため、 

他人に迷惑を掛けないよう、お互いがルールを守り、ご入居様が少しでも気持ち良いお住まい 

になる様、最低限のお願いをしております。より良い環境作りに皆様方のご理解とご協力賜りま

すよう宜しくお願いいたします。 

 

◆ 目次 

１、入居時手続き 

(1) 電気、水道、ガスご利用手続き 

(2) 各種手続き 
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(1) ごみの出し方 

(2) 設備点検 

(3) 共用部分 

 

３、設備 

(1) お手入れ 

(2) トラブル対応  

 

４、防犯 

(1) 防犯上注意 

(2) 鍵 

 

５、再契約、解約 

(1) 再契約の流れ 

(2) 解約の流れ 

(3) 退去時の注意 

 

６、おまけ 
 

 

 

 



１.入居時手続き 
 

(１)電気、水道、ガスご利用続き 
 

○ 電気 

部屋内のブレーカーを入れれば、電気を使用開始できます。 

その際、利用開始日を電力会社にお知らせください。 

備付けのはがきを送付していただいても結構です。 

四国電力・・・0120－41－0452 

 

○ 水道 

 

蛇口を捻れば、水道を利用開始できます。その際、利用開始日を 

水道局の営業所にお知らせください。(水が出ない場合、室外の元栓 

が開かれてない可能性がございます。ご確認ください。) 

備付けのはがきを送付していただいても結構です。 

新居浜市水道局お客様センター・・・0897－65－1331 

 

○ ガス 

 

入居前日までに共同ガス㈱まで 連絡をお願いします。 

立会いの上、開栓いたします。ガスコンロの販売やレンタルも承り

ますので お気軽にお問い合せ下さい。 

大一ガス㈱東予営業所・・・0897－31－3500 

 

 

○ インターネット・CATV等の接続やサービスを希望される方は、事 

   前にご相談ください。事例ですが「ハートネットワーク」などは格安

で、入居者様にも人気です。(電話とのセット加入で割引もあります。) 

  お問い合せ 0897-32-7777 

 

    

 

 
 



(２) 各種手続き 
  

○ 電話の新設、移転 

ＮＴＴ１１６番に連絡 

 

○ 郵便の転居届け 

お近くの郵便局にある所定のはがきに記入し提出。 

１年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送してくれます。 
 

   ○ 運転免許証 

住所変更の手続き等行う。管轄の警察署又は運転免許試験場 

新住所の住民票が必要となってきます。 

愛媛県運転免許センター・・・089－934－0110 

新居浜警察署・・・・・・・・0897－35－0110 

県内すべての警察署で住所変更の手続きができます。 

 

  ○ 自動車登録 

    自動車検査独立行政法人四国検査部愛媛事務所 

    ・・・089－956－2809 

 

  ○ 市役所内各手続き 

    ・転入届 ・国民健康保険 ・印鑑登録 ・国民年金 

    新居浜市役所(市民課)・・・0897－65－1232 

 

  ○ その他 

    銀行、郵便局口座、クレジットカード等各お取扱い店へ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



２.共同生活ルール 
 

(１) ごみの出し方 
 

  ごみは決められた場所、曜日、時間を守り分類してお出しください。 

 

○ 可燃ごみ・・・週２回  水・土  午前 7時 30分まで 

品目・・・・・台所ごみ、紙くず、プラスチック類、皮製品等 

出し方・・・・市指定の可燃ごみ袋でお出しください。 

   (祝日は休みです) 

 

 ○ 不燃ごみ・・・月 2回 第 1・3回目の金曜 午前 7時 30分まで 

   品目・・・・・陶器類、ガラス類、傘、金属含む玩具、小型家電等 

   出し方・・・・市指定の不燃ごみ袋でお出しください。 

   (祝日は次週です) 

  

 ○ 資源ごみ・・・第 1・3 回目の火曜(ビン缶) 毎週月曜(プラスチッ

ク)、第 2・4回目の金曜(ペット) 午前 7時 30分まで 

   品目・・・・・空き瓶、空き缶、スプレー缶、金属類等 

   出し方・・・・市専用の麻袋に入れてください。 

   (祝日は休みです) 

 

 ○ 有価物・・・・第 2・4回目の火曜 午前 7時 30分まで 

   品目・・・・・古新聞、古本、雑誌、ダンボール、古着、毛布等 

   出し方・・・・新聞等は束ねて紐で縛り、古着等は透明なビニール

等に入れてください。(見えない場合、古着と表示し

てください。) 

   (祝日は休みです) 

 

○ 粗大ごみ・・・粗大ごみは有料制、電話申込みです。 

粗大ごみ受付センター・・・0897－31－5300 

 

 

※ ごみ出しのルールが守れない場合、ゴミ置場の清掃をお願いする 

こともございます。くれぐれもルールをお守りください。 

  

 問合わせは・・・新居浜市ごみ減量課 0897－65－1522 
 



 

(２) 共用部分 
廊下、エントランス、階段、バルコニー(災害時避難経路として) 

駐輪場などは共用部分となってきます。 

ごみや私物などの放置は禁止となっております。 
 

(３) 設備点検 
 

マンションには、法律によって様々な設備の点検と諸官庁への 

報告義務が課せられています。更に安全で快適にお住まい頂くために

も、ご協力頂けますようお願いいたします。 

主な点検作業としましては 

１． 防災設備 

２． 給水・排水設備点検・清掃 

  となっております。円滑に作業が行われるようご協力お願いします。 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３.設備 
 

(１) お手入れ 

 

 ○ フローリング 

   掃除機、から拭きが基本です。年数回のワックスがけを 

おすすめします。 

 

  ○ カーペット 

掃除機、粘着カーペットクリーナーが基本です。 

頑固汚れ、染汚れには、液体タイプのカーペットクリーナーを 

使用します。 

 

  ○ 畳 

    掃除機が基本です。畳は湿気を嫌うので年数回の水拭き 

    にしましょう。本来畳は天日で干すのが良いのですが 

    干す場所がないのが現状だと思いますので、 

エアコンの除湿機能を使い対応します。 

 

  ○ キッチン 

    毎日使う場所なので、日常的に掃除を行っていきましょう。 

    流し台は金属やナイロンたわしなどは避けた方が無難です。 

    細かな傷ができてしまいます。 

    ガスコンロは軽い汚れなら台所洗剤、がんこ汚れにはクリーム 

    クレンザーを使用します。(「ジフ」をサランラップに付けるとよく落ちます) 

 

  ○ 浴室 

    湿気を溜め込めないよう、喚起を大切にします。湿気がカビの 

    原因となってきます。定期掃除には中性洗剤のもの、頑固汚れ 

    には、クリームクレンザーを使用します。 

    排水部分はごみや髪の毛が溜まってしまい、詰まりの原因と 

    なってきます。まめに取り除きましょう。 

 

  ○ トイレ 

    黄ばみがある場合は漂白剤などで数分置いてから、ブラシで 

    掃除していきます。忘れてはいけないのがふち裏です。 

    特に汚れが溜まりやすいので、掃除の際はお忘れなく。 

    芳香剤などの利用も清潔に保つコツです。 

 

 

 



 

 (２) トラブル対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

夜間、休日緊急連絡先・・・(有)大栄不動産 0897－34－1616 

 



 

４.防犯 
 

(１) 防犯上注意 
   

現代日本では年々犯罪発生件数は増えています 

例えばピッキングによる盗難など犯罪被害が出ておりますので 

入居者の皆様は日頃からの注意が必要です。 

マンションには、宅配業者など不特定多数の人が建物内に立ち入りま

す。 

日頃からできる防犯対策として 

１．隣同士・マンションの住人とは挨拶をして、知り合う。 

２．不審者等がいた場合には、警察・管理会社へ速やかに連絡をする。 

３．郵便ポスト・玄関表札に暗号等記入されていないかチェックする。 

４．外出時には玄関はもちろんベランダやトイレ、浴室の窓の 

  施錠チェックを忘れずに行う 

  犯罪は何の前ぶれもなく起こるものです。 

  警察に頼るだけではなく、自分の安全は自分で守るとういうことを 

  常日頃から心がけましょう。 

   

(２) 鍵 
鍵は入居者様のプライバシーを守ってくれるだけではなく同時に 

財産、命をも守ってくれるものとなります。 

注意点として鍵に物件の名前、部屋の番号を記載しないように 

してください。 

紛失、盗難にあった場合は不動産会社か オーナー朝日へご連絡下さい。 

鍵の交換をさせていただきます。(有料) 

 

 

 

 

 

 

 



５．再契約、解約 
 

(１) 再契約流れ 
 契約満了日が近づくと不動産会社より再契約のご案内を送付させて頂 

 きます。入居者様の再契約の意思を確認し、再契約に必要な手続きを行

いたいと思います。 

 

(２) 解約の流れ 
 入居様解約日一ヶ月前までに弊社にご連絡ください。 

 解約日までの家賃が発生してきます。 

 例 ２月１５日に解約の連絡⇒３月１５日まで家賃発生 

 その後、引越し確定日を２週間前までにご連絡ください。 

 引越日お荷物搬送後、立会い担当が退去時の室内点検に 

お伺いいたします。 

 賃貸契約書のガイドラインに基づき、使用したお部屋の現状回復を 

 させていただきます。この費用は敷金と相殺し、お支払いいただき 

 ます。余剰金がある場合は返還させていただきます。 

 不足が生じた場合は追加分をお支払いいただきます。 

 

(３) 退去時の注意 
 １、公共料金の精算 

   電気、水道、ガス等の公共料金については退去日一週間前までに 

   各営業所に退去することをご連絡ください。 

   連絡がされていませんと、退去前と退去後に使用したものの区別が 

   できず、使用していない分まで請求されることがあります。 

 ２、ごみ処理 

   退去の際は荷物、不用品、ごみの置き忘れにご注意ください。 

残置物がある場合、別途費用が発生してくることがあります。 

 ３、鍵の返却 

   入居時にお渡しした鍵はすべてお返しください。 

 ４、手続き 

   転出届け、請求先の変更、郵便物の変更等、手続きをしてください。 

 

 
 

 



６．おまけ 
 

日々の暮らしの中で、ちょっとしたアイディアが毎日の生活を豊かにしてくれるときが

あります。そんなちょっとした暮らしのアイディアをご紹介。 

 

○ 収納 

 １、軽いものは上に、重いものは下にとこれが基本の収納方法です。 

   奥行きがある押入れなどは前後での収納が可能です。その際、 

前に置いたものは、車輪のついたＢＯＸ等に入れておくと、 

奥に入れた荷物も取出しが簡単です。 

   基本的なことですが真空パックを使うといった工夫をすれば更にスペースが広が

ります。 

 ２、キッチンのシンク下スペースなどは湿気が多い場所なので調味料等 

   を置くのはあまり適していません。ガスコンロ下スペースがあるよ  

   うでしたら、シンク下ほど湿気がないので調味料、食料品はこちらがお勧めです。 

   キッチン下はデッドスペースができやすい場所です。 

   突張り棒、ラック、フックなどを利用し、仕切りを作ったり壁掛け 

   で吊り下げれるよう作ったりと、細かく分け空間を作り上げ、デッドスペースを

なくすことが有効的な収納につながります。 

 

○ 省エネ 

 １、テレビやエアコンなどの家電製品は多少面倒でも電源からコンセントを抜いてし

まいましょう。他にも冷蔵庫の詰め込みすぎ、部屋が暗いと感じたら、すぐ電球

をお買い換えるのではなく、照明器具の 

   かさを拭く、冷房をつけるときは窓を閉め切る、暖房の場合はカーテンを閉め切

って利用するなど、工夫をこらしましょう 

 

○ 非常用 

 １、近年、自然災害の被害が多くなっています。近い将来大地震が起こるなどと、Ｔ

Ｖでは放送されています。 

   万が一に備え、非常用品は備えておきたいものです。 

   食料品(乾パン、パンの缶詰今ではおでん等多種用意されています。)、 

   飲料水、懐中電灯、ラジオ、救急用品、常備薬、現金、通帳などは 

   常にまとめておくと安心です。 

 

以上ガイドブックとさせていただきます。ご質問、お問合わせ等ございましたら、お気

軽にご一報ください。 

 

(有)大栄不動産 

◆◆不動産を通じて心と心のお付き合いを・・・◆◆ TEL 0897-34-1616 

 

ＪＲ予讃線/新居浜 徒歩 3分 

愛媛県新居浜市坂井町１丁目４－３７  

 

                               


